
第３回 第２期西区地域福祉保健計画策定委員会 
             日時：平成 21 年６月 29 日（月）13:30～ 

場所：西区役所 ３階 研究室 
 

                   次  第 
 
１ 開 会  
 
 
 
２ 前回までの確認 
   【資料１ 議事録等】 
 
 
 
 
  
３ 第１期計画の見直しについて 

【資料２ 市民生活白書（抜粋）、資料３ 第２期計画素案（案）】 
  
 
 
   
 
４ 第２期計画の素案について   

【資料３  第２期計画素案（案）】 
 
 
 
 
 
５ その他 
 
(1) 次回日程について   月  日（  ）   時  分～ 
 

 
 
 
 
６ 閉 会 
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第１回 第２期西区地域福祉保健計画策定委員会 議事録 

開催日時 平成２１年１月２３日（金）午後１時 30 分～２時 40 分 

会  場 西区役所３階 ３Ｂ会議室 

出席委員   ７人 （欠席 ３人） 

事 務 局 地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ、西区社会福祉協議会、西区役所 

内  容 １ 推進・評価委員長あいさつ 
２ 委員紹介 

３ 委員長選出 
  委員の互選により、委員長選出した。 
４ 第２期計画策定までのスケジュールについて【資料２】【資料３】 
【事務局説明】 

・ 計画策定までのイメージについて 
・ 策定委員会各回の開催テーマについて 

→本委員会として、策定までのスケジュールを確認した。 
５ 第１期計画の推進状況について【資料４】【資料５】 

【事務局説明】 

・ 第１期計画の概要、推進状況 

・ 懇談会の各地区での開催状況について 

→本委員会として、第１期計画の推進状況について確認した。 

６ 第２期計画策定の基本的な考え方について 

【第 2 期市地域福祉保健計画素案】【資料６】 

【事務局説明】 

・ 区計画と市計画の位置づけ、第２期市計画素案について概要説明 

・ 第２期計画の基本的な考え方として、次の４点を提案した。 

① 第 1 期計画を継承すること 

② 地区別計画を策定すること 

③ 区社協計画と一体的に策定すること 

④ 計画期間を６か年とすること 

・ 策定の進め方として、次の２点を提案した。 

① 策定委員会開催 

② 地区別計画策定にあたり懇談会メンバーの意見を反映するため、本委員

会で地区別計画について検討する際には、必要に応じて懇談会メンバーの参

加及び意見を求めること 

【質疑・意見】 
委 員： 地区別懇談会はどの様に進めているのか。また、地区別計画と区全体の

計画で差が生まれると思われる。地区別懇談会の位置づけと区全体の目標

をどの様に整理していくのかが課題である。 

事務局： 第１期計画は５年で終了するものではなく、継続していく。地域ごとの

取組みに違いがあるので、優先順位のテーマから地域計画に落とし込み、
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実行に移していく。地域の課題を順次解決していく中で第１期計画は基本

計画となるものと考える。 

委 員： 障害者など支援が必要な人については、地域単位だけでなく、区全体で

取組むよう議論してほしい。 

事務局： 地区懇談会では区連会、地区連会を核にメンバーを決めさせていただい

た。今後テーマによってはメンバーが増えることも想定される。 

また、支援チームとして、行政、区社協、地域ケアプラザが懇談会に入

っており、より広い視野から地域の課題を話し合えるような体制もとって

いる。 

第 1 期計画は継続していくので、地区で取組むものだけでなく、区全体

で取組むものも策定委員会で議論していただきたい。 

委 員： 地区懇談会を開催するだけでなく、団体の意見も反映したものを基盤に

しなければ、区全体の計画にはならない。 

事務局： 計画策定から各団体の取組みについては毎年、振り返りを行っている。

振り返りの中から課題も抽出できるので、それらも踏まえるととともに、

区民の意見を広く聞く場も設け、計画に反映していく方向で、策定委員会

での議論をお願いしたい。 

委 員： 区社協プランとの一体化について、同じ内容で取り組んでいるので一体

的に策定することに賛成である。 

→ 本委員会として、事務局提案及び委員の意見について、第２期計画策定の基

本的な考え方として、策定作業を進めていくこととした。 

 

７ その他 

(1) 第２回委員会の日程について 

  →3 月 23 日（月）13:30～とした。 

 (2) 2 月 25 日（水）西区地域福祉保健計画推進イベントについて案内した。 
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第２回 第２期西区地域福祉保健計画策定委員会 議事録 

開催日時 平成２１年３月２３日（月）午後１時 30 分～３時 

会  場 西区役所２階 ２A 会議室 

出席委員   ７人 （欠席 ３人） 

事 務 局 地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ、西区社会福祉協議会、西区役所 

内  容 １ 委員長あいさつ 
 
２ 計画の関係性について【資料１】 
【事務局説明】 

区計画（区全域計画、地区別計画）と区社会福祉協議会計画と市計画の関係性

について 
→本委員会として、第２期計画における各計画の位置づけを確認した。 

 
３ 第１期計画の評価と第２期計画の評価方法の検討について【資料２】 
【事務局説明】  
  第１期計画の取り組み状況を個人の指標となる区民アンケートや団体の指標と 
なる振り返りシートにより評価した中間結果について説明。あわせて区社会福祉 
協議会の取り組み状況を説明。 

【質疑・意見】 
  委   員：「西区地域福祉保健推進の指標」については何を基準にしているのか。

事 務 局：第１期計画策定時の区民アンケートを参考に策定委員会で決定した。

「公共のマナーを守る」というのは達成 100％があるべき姿なので、目標

値を高く設定した。また、「治安が良いまちだと思う」という項目では

当時のアンケートでは 31.8％が「はい」と回答しており、その倍という

ようにひとつひとつの項目の目標値を決めていった。 
  委   員：評価結果を参考にして、重点的に取り組む項目を決めたほうがよい。

  委   員：「西区地域福祉保健計画」は地域住民のひとりひとりが主体である 
      という方向性が出てきた初めてのプランだと思う。第１期計画策定時、

様々な団体の意見を聞き取って振り返りシートを作成したため、たく 
さんの項目が出てきた。取組みのところがもう少し整理されると、団 
体ごとにふくらませることができる。また、区社会福祉協議会とも連 
携してできる部分で評価していけばよい。 

  委   員：振り返りシートや評価結果をまとめて活用することで、団体どうし 
が連携するきっかけとなる。 

  委   員：資料については、誰もが記入しやすいよう簡潔にすることが必要。 
  →本委員会として、21 年度に行う区民アンケート等の結果を踏まえて評価方

法を再検討し、確定していくこととした。 
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４ 第２期計画の構成と素案の作成方法について【資料３】【資料４】 
【事務局説明】 
  第２期計画書の構成要素として、次の点を提案した。 

① 計画の趣旨、方針、特徴、作成過程 
② 西区の特徴、5 年間の変化 
③ 基本理念、基本目標、小目標 
④ 区全域計画 
⑤ 地区別計画 
⑥ リーディング事業 
⑦ 第１期計画の評価 
⑧ 第 2 期計画の推進と評価 
また、④区全域計画について、区民アンケート結果、振り返りシートの状況、

リーディング事業、区社会福祉協議会計画の進ちょくなど第 1 期計画の推進状況 
を踏まえ、事務局での素案作成方法を提案した。 

【質疑・意見】 
委   員：構成要素のイメージの中の第１期計画の 5 か年の変化を見るという 

ところで、区民の声をいかにすい上げたられたかを検証することが 
必要。団体からの調査票の回収率が半分という中で、団体へのヒアリ

ングを丁寧に行い、意見を反映し、分かりやすく、誰でも取り組める

目標になるとよい。 
→本委員会として、今回出された委員の意見を踏まえ、事務局が提案した構

成案を第２期計画の柱としていくことを確認した。 
 

５ 地区別懇談会と地区別計画の作成方法について【資料５】【資料６】【資料７】

【事務局説明】 
身近な地域におけるきめ細やかな福祉保健の推進を図るための話し合いの場で

 ある地区別懇談会の概要について説明。 
地区別計画には懇談会で話し合われたことに加え、より広い区民の意見を反映 

させていく方向性と地区別計画書のイメージを提案した。 
【質疑・意見】 

委   員：懇談会はいつまでに終わらせなくてはいけないのか。21 年９月下旬

     に素案作成とあるので、そこまでに懇談会をやらなくてはいけないの 
か。 

  委   員：計画を実現するための具体的な方策を取組みにつなげていくという 
ことで、第２期計画スタート後も懇談会は継続していくと考えている。

  委   員：新年度に入ると、町内の役員の交代もあり、懇談会の構成メンバー 
      も変わるので、地域への依頼は早い時期にする方がよい。 
   →本委員会として地区別計画作成方法について、方向性を確認した。 
 
６ 区民アンケートの実施について 【資料８】 
【事務局説明】 
  アンケートの目的、アンケートの評価軸としての効果、第 2 期計画への反映に 

ついて説明。 
 平成 21 年度実施アンケート内容について、4 月～５月に実施を予定しているこ
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と、第２期計画策定にあたり、より広く区民の意見を反映するために質問項目の 
追加について提案した。 

【質疑・意見】 
 委   員：他の広告等と混じらないよう、郵送する際に配慮が必要。  

   委   員：15 年、19 年、21 年と実施することで経年変化がわかる。 
    →本委員会として事務局提案のとおり、アンケートを実施する旨確認した。

  
７ その他について 

第２回委員会の日程について 

  →６月下旬頃とし、後日調整 

 

 【欠席委員の意見】 

３ 第１期計画の評価と第２期計画の評価方法の検討について 
委   員：評価項目の取組み主体が団体・組織としてか、組織構成員・個人と

してかの区分を設けていなかったので、評価の判断も迷った。 
４ 第２期計画の構成と素案の作成方法について 

委   員：全体計画と地区別計画の相互性をどのように考えるかが課題。 
５ 地区別懇談会と地区別計画の作成方法について 

委   員：区全域計画も地区別計画も住民の主体的参加をどこまで担保で 
きるかが課題。 

６ 区民アンケートの実施について  
委   員：内容は良いが、設問の流れをより分かりやすくする工夫が必要。 

 



○第２回委員会での第１期の評価方法へのご意見と見直しの方向性について

意見等 見直しの方向性

　目標値は見直していくこととする。

　基本的な考え方としては、理念として全
て100％を目指すものである。

１つ１つの項目を見ると目標値が、理想と
して高く設定してあるものと、低いものとあ
る。
第２期では、重点的に力を入れていく目標
を定めて、力をいれて取り組むべきであ
る。

　第２期では、第１期にできなかったものを
どうするかということを基本にすべきである

意見等 見直しの方向性

関心が低いから回答しない。

文字を大きく、高齢者にも回答しやすくして
ほしい

内容はよいが設問の流れをよりわかりや
すくすることが必要

意見等 見直しの方向性

簡略化し、活用しやすい振り返り手法を検
討すること

関心が低いから回答しない。
もっと関心を持ってもらえるテーマをつくる
べきである。

項目数が多すぎるので、まず整理をする
べきである。

項目数がこれほど多いことが、団体の活
動に必要なことなのかどうか

団体は目的を持って活動しているので、
もっと団体の活動や区民の生活に密着し
たものであれば、回答してくれると思う

取組がもう少し整理されると、団体として、
シートを見て、自分の活動を振り返ったり、
膨らませたりできる

取組を整理し、他の団体の活動をわかり
やすく知ることができれば、連携のきっか
けになる。

細かすぎると高齢な人はいやになるので、
もっと大きなくくりで分かりやすくしてほしい

○今後の委員会において、具体的な案を提示し、ご検討いただきます。

団
体
・
行
政
の
振
り
返
り

（
振
り
返
り
シ
ー

ト

）

　振り返りシートは、目標ごとに1枚程度とし、団体が
活動をより広く展開するきっかけとしたり、他の団体
と連携するきっかけとできるように、団体にとって活
用しやすいものとなるよう工夫をしていきます。

　※７月初旬から、団体ヒアリングを実施します。
　ヒアリングにあたっては、振り返りシートをまとめた
資料（別添）を使用し、第２期計画の取組に関する意
見だけでなく、振り返りの手法等についても、意見を
伺い、検討します。

　現在行っているアンケートは、ルビを振り、文字を
大きくしました。
　第２期では、アンケート等で振り返る際は、第２期
計画の内容に沿って、よりわかりやすく、回答しやす
くなるよう見直していきます。

　目標値については、理念として100％のため、目標
値も100％としているものと、現状の数値を５か年後
の具体的な目標値を定めたものが含まれ、項目数も
かなりの数に上っています。
　第２期計画では、現在行っている区民アンケートや
団体ヒアリングを踏まえ、重点的に取り組むべき項
目を定めます。
　また、重点的に取組む項目について第２期計画最
終年度（平成27年度）の具体的な数値を定めます。

福
祉
保
健
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進
の
目
標
値

個
人
の
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り
返
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第２期西区地域福祉保健計画素案（案）

 
今回（6/29）は、９～11 ページの「第２

章 区全域計画」の構成についてご意見を

お聞かせください。 
 

 その他の部分や内容については、次回以

降改めて検討します。 
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第１章 計画の概要 

１ 西区地域福祉保健計画とは  
 西区地域福祉保健計画は福祉や保健などの様々な生活課題に地域全体で取り

組む仕組みをつくり、住みなれたまちで「誰もがにこやかに、しあわせに、い

きいきと暮らし続けること」を目指した計画です。 
 
(1)計画の背景 

西区では下町の風情が残るまちと大規模なマンションが建つ新しいまちが

共存しています。 
1 世帯あたりの人数が平成 15 年には 2 人となり、核家族化・少子高齢化が

進展し、生活習慣や価値観の多様化により、近隣どうしの助け合いや地域の

つながりが弱まってきています。 
 そうした中、「地域に暮らすすべての人」を区民一人ひとりが地域で支えあ

い、主体的に取組んでいく仕組みが「地域福祉保健計画」です。 
 

(2)計画の位置づけ 
地域福祉保健計画を策定する法的な背景として、平成 12 年の社会福祉基礎

構造改革において、地域福祉の推進と市町村地域福祉計画が社会福祉法第 107
条に規定されました。 
横浜市では、きめ細やかな生活課題を充分に反映させるため、区ごとに「地

域福祉計画」を策定し、市レベルでは区計画を支援するための計画を策定す

ることとしました。 
西区では平成 15 年度から２か年をかけて第 1 期計画を策定し、17 年度か

ら 21 年度の５年間を取組み期間とし、推進してきました。 
（市計画と区計画） 

 
 
(3)計画の特徴 
  ①区民の声を広く集め、一緒に考えました。 
  ②地域福祉保健推進の指標を設定し、計画の最終年次に推進がどの程度図

かられたのか把握しました。 
  ③区民（個人）、団体、行政のそれぞれの取り組みを明らかにしました。 

今回（6/29）は、８～11 ページの

「第２章 区全域計画」の構成につ

いてご意見をお聞かせください。 
 その他の部分や内容については、

次回以降改めて検討します。 
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２ 第２期計画の方向性 
(1) 第 1 期計画を継承する 

幅広く多くの区民の声を集めて定めた第１期西区地域福祉保健計画は、計

画期間５か年で完結するものではなく、だれもが住みやすい西区を目指すう

えで、普遍的・永続的な計画となっています。 
そのため、引き続き第２期計画でも第１期計画の基本理念や基本目標を継

承したうえで、この５年間の推進状況の評価や社会の変化を踏まえた見直し

を行い、第２期計画とします。 
(2) 地区別計画を策定する 

第１期計画は、団体・行政が目標に向けて取り組むとともに、区民への普

及啓発を図り、区全体として広く計画推進を行ってきました。 
また、平成 20 年度からは、地域の特性に合わせ、きめ細やかな計画推進

を目指し、地域住民と区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザ（以下、

「区役所等」とします）がともに地域の課題や解決方法等について話し合う

懇談会を各地区で開催しています。 
第２期計画では、懇談会での話し合いや課題解決に向けた取組みを計画と

してまとめ、地域と区役所等がともに力をあわせ、具体的な地域の課題解決

に結び付けていくため、地区別計画を策定します。 
(3) 区社協計画と一体的に策定する 

西区社会福祉協議会（以下、「区社協」とします）の「西区社協福祉プラン」

（地域福祉活動計画）は、西区地域福祉保健計画と同じ目標を共有し、区社

協や地区社協の役割を中心に定めたものです。その推進にあたっても、区計

画と一体的に取り組んでいるところであり、第２期計画は、一層の連携強

化・共同推進を図るため、両者を一体化した計画とします。 
 
３ 第２期計画の期間 
(4) 計画期間を６か年とする 

横浜市では、市全体の基本理念と方向性を示し、区計画の支援計画として

横浜市地域福祉計画（以下、「市計画」とします。）を策定しています。 
平成 21 年度から始まる第２期市計画の素案では、区計画の先行区（西区

を含む７区）と後続区（11 区）で 1 年間ずれていた計画期間をそろえるため、

第２期区計画の最終年度をあわせることが示されています。 
西区といたしましては、横浜市全体の地域福祉保健計画の基本理念を西区

の計画推進に効果的に活用できると考えるため、計画の期間を平成 22 年度

～27 年度の６か年とします。 
 
４ 第２期計画の策定経過（策定の最終時点で記載） 
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５ 西区の特徴・５か年の変化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人口 

 

 

 

 

(1)人口の推移 

 【区全域の推移】 

                 各年３月３１日現在 

   人口 世帯数 平均世帯員数（人） 

 平成 16 年 88,547 44,921 1.90 

 平成 17 年 85,547 44,921 1.90  

 平成 18 年 85,885 45,527 1.89 

 平成 19 年 86,789 46,439 1.87 

 平成 20 年 91,988 49,449 1.86 

                  

(参考 将来人口推計) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 西区は、横浜市のほぼ中央に位置し、面

積 6.98 ㎡、人口 92,398 人（平成 21 年３月

現在）で、18 区中最も小さい区です。 

 区内には、県下最大の商業・業務機能が

集積した“横浜の玄関”横浜駅周辺地域や、”

横浜の新しい顔“みなとみらい 21 地区、横

浜開港以来の歴史を伝える野毛山・掃部山

地域や、浅間町・平沼・藤棚町など下町情

緒あふれる地域があり、小さいながらも

様々な特色ある地域で構成されています。 

 また、みなとみらい 21 地区では企業誘致

やマンションなどの開発が進み、平成 20 年

２月に33年ぶりに人口が９万人を突破しま

した。 

 
 
 
 
 
 地区割りした区の地図を掲載 



5 

（参考 平成 10～20 年地区別の推移） 
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（参考 地区別年齢３区分人口 平成 19 年度） 
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【区全域の高齢化率の年次推移】 
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【区全域の年少人口比率の年次推移】 
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(2) 地域活動の概要 

（平成 16 年４月現在） 

組織 総数 １地区 ２地区 ３地区 ４地区 ５地区 ６地区

自治会町内会 98 14 11 16 17 18 22 

ふれあい会 57 10 10 8 10 11 8 

子ども会 81 9 10 14 13 17 18 

老人クラブ 79 12 10 17 16 9 15 

 

 

  （平成 20 年４月現在） 

組織 総数 １地区 ２地区 ３地区 ４地区 ５地区 ６地区 ＭＭ 

自治会町内会 100 14 11 16 17 20 21 1 

ふれあい会 55 9 10 8 11 8 9 0 

子ども会 72 7 10 14 11 13 17 0 

老人クラブ 72 12 9 16 14 7 14 0 

 

(3) 各種手帳所持者数            （各年３月 31 日現在） 

 平成 15 年   平成 20 年 

身体障害者手帳 2,254  2,368 

愛の手帳 302  361 

精神障害者保健福祉手帳 306  420 

特定疾患患者数 381  392 
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(4) 介護保険認定状況           （各年３月 31 日現在） 

 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 

認定者数 2,769 2,785 3,742 3,374 3,182

 

認定区分                  （平成 20 年３月 31 日現

在） 

 認定者数 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

西区 3,182 232 613 385 597 544 430 381 

横浜市 104,536 7,075 18,616 11,444 23,249 18,112 13,612 12,428
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６ 計画の基本理念と基本目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

基本理念 

 
西区に住む私たちは健康で楽しく豊かな生活を送りま

す。地域での生活に定年はありません。自分たちででき

ることは自分たちで考え、人々がつながり、地域に根を

張り、その枝葉を伸ばしていきます。 

１ 

安全が確保され、

安心なまち 

２ 

 活気にあふれ、 

 健康なまち 

３ 

 一人ひとりの個

性を認め合い、みん

なが共存するまち 

５ 

 子どもが健やか

に成長できるまち 

６ 

 必要な情報が正

確に伝わるまち 

４ 

 地域全体がつな

がりを持つまち 

基本目標 西区のめざす姿 
基本目標 西区のめざす姿 

高齢者 

若い人 

サポートを必

要とする人 
中高年 

西区のめざす姿を担う人たち 
子ども 

福祉保健推進の目標値 
今後も（高齢になっても、支援が必要になっても）西区に住み続けた

い 
【平成 15 年度】→【平成 19 年度】→【平成 21 年度】 【目標値】 
   56.5％      58.3%   （集計中）    ９０％ 
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第２章 区全域計画 

基本目標１ 安全が確保され、安心なまち 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 区民アンケートでは、「西区は治安が良く、安全が確保されたまちだと 

思う」と回答した人の割合が 48.6%と平成 15 年度に比べると 10.5 ポイ 
ント増加しました。「あまり思わない」「まったく思わない」と答えた人 
も半数いることや、思わない理由の「近くに住む人の顔がわからない」 
「ビルが多く人目につきにくい」が増加していることから、顔の見える 
関係や近隣の声かけなどの関係づくりが求められています。 

 

小 目 標 
①地域全体でサポートを必要とする人を見守る 
②近隣の人と顔見知りになる 
③地域で助け合う関係を築く 
④マナーやルールを守り、お互いの信頼関係を深める 

福祉保健推進の目標値 
 
◎西区は治安がよく、安全が確保されたまちと思う 
【平成 15 年度】→【19 年度】→【21 年度】→【27 年度】 【目標値】 
   38.1％    48.6%   （集計中）  55％    ６０％ 
◎ごみ出し（曜日、分別など）のルールを必ず守る（問 12） 
 【平成 15 年度】→【平成 19 年度】→【平成 21 年度】 【目標値】 
   75.9%      76.1%      （集計中）  １００％ 
◎ポイ捨てをしないというルールを必ず守る（問 12） 
 【平成 15 年度】→【平成 19 年度】→【平成 21 年度】 【目標値】 
   71.3%      76.6%      （集計中）  １００％ 
◎公共の乗り物でのマナーを必ず守る（問 12） 
 【平成 15 年度】→【平成 19 年度】→【平成 21 年度】 【目標値】 
   44.3%      42.8%      （集計中）  １００％ 
◎駐輪・駐車のルールを守る（問 12） 
 【平成 15 年度】→【平成 19 年度】→【平成 21 年度】 【目標値】 
   63.4%      68.9%      （集計中）  ７０％ 
◎ルールを守らない人を見かけたときに注意をすることができる（問 13） 
 【平成 15 年度】→【平成 19 年度】→【平成 21 年度】 【目標値】 
   22.0%      23.6%      （集計中）  ３５％ 
 

今回は、基本目標ごとの構成について、ご意見を

お聞かせください。 
個々の内容については、次回以降の委員会でご検

討いただきます。 

構成例 

第１期計画の評価を踏まえ、重点的に取り組む

項目（小目標）を定めます。 

重点的に取り組む項目については、27 年度（６年

後）の具体的な目標値を定めます。 
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第２期計画の取組の方向性 
① 地域全体でサポートを必要とする人を見守る（問９） 
西区では、子どもの登下校時の見守り、ひとり暮らし高齢者等の見守り活

動が活発に行われています。また、地域の防犯パトロールも各団体が連携し

て取組みが広がっています。今後も担い手を増やしたり、団体が連携して活

動を充実していきます。 
② 近隣の人と顔見知りになる 
「近くに住む人の顔がわからない」「ビルが多く人目につきにくい」と考え

ている人も増えていることから、普段から顔の見える関係や近隣の声かけな

どの関係づくりが求められています。 
③ 地域で助けあう関係を築く 

サポートが必要な人に安全な生活が送れるよう声をかけあい、地域で助け

あう関係が深められるよう取組みを行います。 
④ マナーやルールを守り、お互いの信頼関係を深める（問 12、13） 
また、誰もが暮らしやすいまちをつくるためには、一人ひとりがマナーや

ルールを守って生活することが大切です。生活上のマナーやルールを伝えあ

い、安心で安全なまちづくりを目指します。 

個人の取組 団体の取組 
 

行政の取組 区社協の取組 地域ケアプラザの取組 

それぞれの主体が重点的

に取組む項目に関する取

組を掲載します。 

重点的に取組む項目（小

目標）を中心に、取組の

方向性を記載します。 
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           団体・行政の取り組み状況 
目標１に対する取組み数  【平成 17 年度】→【平成 19 年度】 
               120 件      202 件  （82 件増） 
 
 【町内会】地域の防犯パトロールを強化 
 【子ども会】集団下校時のあいさつ運動（各単位会） 
 【障害福祉関係分科会】自分たちや地域ができることについて話し合いを重

ね,「災害時にサポートが必要な人のための支援マニ

ュアル」を作成 
 【区役所】「こども 110 番の家」の登録数はＨ20 年 3 月現在 564 軒(学区内 

の他区の分も含む)で 1 年前に比べ、53 軒増えています。また、

学校との交流会を５校で実施しました。 
など新たな取り組みや既存の取組みを発展・拡充した取組みが行われました。

 

≪現状と課題≫ 
・ 住宅密集地に住んでおり、地震が起きた時の逃げ場がなく、不安を感 

じている高齢者が多い。 
・ 路地が狭く、防災面で注意しなければならないところがある。 
・ 横浜駅周辺では人の出入りが多く、防犯面で心配。 
・ 道が狭く、救急車も入れないところがある。 
・ 個人情報の問題があり、高齢者などの把握が困難になっている。 
 ≪区民からよせられたアイデア≫ 

○ 知らない人どうしでもあいさつができれば、防犯性も高まり、何かあ

った時も話しやすくなる。 
○ まず、顔見知りになり、はじめてコミュニケーションがとれる。 

【第１期の取り組み状況】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
【アンケート・地区別懇談会・地域のつどい等での区民の意見】 

 

 

 

 

 

区社会福祉協議会の取り組み状況 

個人の取組み状況（アンケートまとめ） 
「西区は治安が良く、安全が確保されたまちだと思う」と回答した人の割合が

48.6%と平成 15 年度に比べると 10.5 ポイント増加しました。 
 「公共の乗り物でのマナーを守る」と回答した人の割合が平成 15 年から 1.5
ポイント減少しているほか、「ごみ出しのルールを守る」「ポイ 
捨てをしないというルールを守る」も目標達成まで 20 ポイント以上の開きが

あります。 

第１期の区民・団体・行

政の振り返りや区民から

の意見を掲載します。 
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（基本目標２～６） 

第３章 地区別計画 

第４章 リーディング事業企画 

第５章 第 1 期計画の評価 

第６章 第２期計画の推進と振返りの方法 

（資料編） 
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